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☆ライセンス契約をめぐる裁判例（上） …… ⑴

第１　はじめに
　特許権をはじめとした知的財産権を保有する当事
者にとって、当該知的財産権を有効に活用する方法
の一つとしてライセンスが考えられる。企業によっ
ては、ライセンスビジネスでの収益がメインとなる
場合もあるだろう。
　しかし、ライセンスを行うために締結するライセ
ンス契約をめぐって紛争が発生してしまうことも少

なくない。
　本稿では、近時のライセンス契約をめぐる裁判例
を検討することにより、ライセンス契約へどのよう
な条項を設ければ良いか、どのような観点に留意す
ればよいのかを考察する。

第２　ライセンス契約とは
　ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセン
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